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○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
小
型
捕
鯨
業
に
つ
き
、
そ
の

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
総
ト
ン
数
別
の
隻
数
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
よ
う

に
定
め
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。
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四
十
八
ト
ン
未
満
の
も
の

四
十
ト
ン
未
満
の
も
の

九

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

平
成
三
十
年

月

日
か
ら
平
成
三
十
一
年

月

日
ま
で
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１

こ
の
告
示
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
新
ト
ン
数
」
と
は
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
十
八
日
以
降
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
及
び
同
日
前

に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
で
同
日
以
降
に
特
定
修
繕
（
船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
修
繕
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
も
の
に
適
用
さ
れ
る
総

ト
ン
数
を
い
い
、
「
旧
ト
ン
数
」
と
は
、
新
ト
ン
数
が
適
用
さ
れ
る
船
舶
以
外
の
船
舶
に
適
用
さ
れ
る
総
ト
ン
数
を
い
う
。


